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一 本稿の目的と今後の課題

 本稿の目的は，『権記』（以下，本文献と呼ぶことにする）に見られる接続詞について記述することで

ある。本文献は，平安中期の公卿藤原行成の日記で，現存する古写本は正暦2年（991）から寛弘8年

（1011）までの20余年間にあたり，行成が頭弁・参議弁であったころのものである。本稿の作業は，『権

記一・二』（『増補史料大成』第4巻・第5巻，臨川書店，1965年）を用いている。

 今後の課題は，本文献と同時代の『御堂関白記』や『小右記』に見られる接続詞の種類や用法を調べ

て比較検討をし，平安中期の記録語に見られる接続詞の全体像を把握することである。そして，接続詞

に限らず，広く接続の有様を分析することにより，記録語の文体を解明していく上での一つの拠り所と

したい。

二 本文献に見られる接続詞

 本文献に見られる接続詞は，意味の上から分類すると，添加・選択・転換・順接・逆接・並立・補説

の七つに大別することができる。添加は「加之」（しかのみならず）「又・亦」（また）の2語，選択は

「或」（あるいは）「若」（もしは）の2語，転換は「袋・於是」（ここに）「抑」（そもそも）「夫」（それ）

の3語，順接は「然」（しかれば）「然者」（しからば）「随」（したがって）「次」（つぎに）「故」（かる

がゆゑに）「傍・因」（よって）「而間・然問」（しかるあひだ）の7語，逆接は「而」（しかるを）「然

而」（しかれども）の2語，並立は「及」（および）「井・並」（ならびに）の2語，補説は「但」（ただ

し）の1語である。上記七種類の接続詞の中では，並立を示す「及」（および）「井」（ならびに）の用

法を特に取り上げて検討する。用例数などの一覧表は，巻末を参照されたい。

 なお，具体例の引用は，『権記一』210ページ上段の記事，長保三年5月13日の場合，「今年位禄事左

中弁信順也」（長保三5／13－210上）のように記すことにする。また，以下の用例中の下線や波線は私

に記したものである。
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 A 添   加

 添加を示す接続詞は，「加之」（しかのみならず）21例，「又」（また）820例・「亦」（また）356例で

ある。これら（以下のものも）が文頭に立つこと，つまり接続詞であることは，「也（なり）・欺（か）・

乎（や）・哉（や）・者（てへり）・云云（うんぬん）・ 」などの文末助字を直前に伴っている例から判断で

きる。

 1．「加之」（しかのみならず）は①然而宗忠減斬首流 至干解官 亦減量可被行歎 加之 彼国百姓
                                   W    一
等申国内興復不可解任之由（長保二2／25－113上）②占者相示云此卦延喜天暦一辺薬共所遇也加

之 今年当移変壮年 殊贈与御璽由 去春所合式云云（寛弘八5／28二158上）のように，文と文を接続

し，「そればかりでなく」という意味である。

 2．「又」（また）は『三巻本色葉字類抄』によれば初出で，「亦」は3番目に記載されている漢字で

ある。③令人伝申 以御物忌箆区令民部大輔申 依病者之危急 祭軽軽可申障之由（長徳四3／20－

30下）④後聞 此事済政宅人射殺寧親従者蕪区済政至干昨触産械 而繊限未満籠候御物忌 甚奇甚

奇 （長保二7／25－140上）のように，文と文を接続する。なお，⑤参内又宮御方 詣左府（長保五2

／23－282下）のように，句と句を接続する場合もある。

 3．「亦」（また）は，⑥参院割信渡御鷺勾留晴明光栄奉平等占申 不可御云云（長保三閏

12／16－241上）⑦装束司判官主典亘理来 即卓出 長官納言云（中略）文章博士 民部輔 若散位等

不列御前 可候何処蕗 変仰菰野云（寛弘八10／7二193下）のように，文と文を接続する。

 なお，⑧亦京職注文と者 未知何書之文 薫職員令愛変京職式文歎（寛弘八10／3二192上）のよう

に，添加というよりは，「それとも」という選択的な意味で用いられている例がある。

B 選   択

選択を示す接続詞は，「或」（あるいは）55例，「若」（もしは）2例である。

 4．「或」（あるいは）は，⑨又令蔵人忠隆奏云 内裏有繊之時 奉幣宣命料紙 或召大臣家 或召所

出国司等用之（長保二9／23－160上）のように，文と文を接続する「或」が2回用いられて，同類の事

柄を列挙し，それぞれの場合があることを示したものと，⑩⑪のように，同類の事柄のうち，いずれか

一方が選ばれることを示したものとがある。⑩又少納言献盃之者 於階上執取 或上長押上層之云云

（長保四4／15－256下）は文と文を接続する場合，⑪兵部丞永元為勅使申左大臣 安和元年外記日記

有音奏之由 □諒闇御日記或私日記等無所見者（長保四2／11－246上）は句と句を接続する場合である。

 5．「若」（もしは）は，⑫蛍光国者尤関内採用 陰陽高這博士有闘刈時 可被拝任歎（長保二7／9

－135上）⑬被合祠 昨今不参陳欝申無極 所労頗宜 相扶来月三日若八日許可参候（長保二7／28－

143下）のように語や句を接続し，同類の事柄のうち，いずれか一方が選ばれることを示している。

・一 Q34一



                 『権記』に見られる接続詞

 C 転   換

 話題の転換を示す接続詞は，「裳」（ここに）13例・「於是」（ここに）6例，「抑」（そもそも）32例，

「夫」（それ）4例である。なお，『三巻本色葉字類抄』によれば，「袋」は初出で，「於是」は3番目に

記載されている漢字である。

 6．「裳」（ここに）は⑭白塗（中略）亦称上卿宣奉勅也 侃宣旨奉令と可云歎 袋摂政自御前被参

車屋主上御装束已了之由 伍被参上（寛仁元8／21二238下）のように，文と文を接続している。

 7．「於是」（ここに）は「裳」（ここに）と同じく，⑮葬太皇太后於山城国宇治郡後山階山陵 是時

天皇為祖母太皇太后喪服有疑未決 於是令諸儒議之 朝議定 心喪五月 制服三日者（長保元12／5－92

下）のように，文と文を接続している。「さて」という意味である。

 8．「抑」（そもそも）「夫」（それ）は，改めて事柄を説き起こすことを示す発語である。⑯九条殿一

家中宮大夫左金吾出入用此道 当時左府御説也 抑予在此一門 須参入之時用此道（寛弘六3／14二113

下）⑰即被申云 御賀事欲令行給尤可然 但自院所令奏給亦理也 抑天下病患有増無減 奉仕御調度等

下道雑優等皆愁此病 奉行人亦如此 期日已迫 若可然 来四月祭後択吉日令行給可宜欺者（長保三2

／9－196下）のように，文と文を接続しており，「一体」という意味である。

 9．「夫」（それ）は⑱行成平生短慮也 況病悩不覚所案之事 定有批 誤 車中鋸鎌廻思慮可及奏聞

也 夫改元大赦等事干今未被行 世間為奇云云 早可被行之由 同可奏（長徳四7／14－42上）⑲後聞
W    一

大臣在左上座 居奥座行事云云 夫山陵廃置事 可依昭穆親疎云云（寛弘八12／27二215下）のように文
           一   一
と文を接続し，「一体」という意味である。

D 順   接

順接を示す接続詞は，「然者」（しからば）9例，「然」（しかれば）！5例，「随」（したがって）15例，

「次」（つぎに）710例，「故」（かるがゆゑに）5例，「傍」（よって）776例・「因」（よって）19例，

「而問」（しかるあひだ）1例・「然間」（しかるあひだ）1例である。

 10．「然者」（しからば）は⑳又仰云 二三一日令行 但張裏僧都勝慶 若書誤勝算欺 曝者書旧著下

即仰下大臣（長徳四7／10－39上）⑳詣左府 有所被奏之事 事甚非常也 是邪気詞也 以前帥可被復

本官本位 然者病悩可愈者（長保二5／25－129下）のように文と文を接続し，「そうであるならば」と

いう意味の仮定条件を示している。

 11．「然」（しかれば）は⑳権左中弁説孝令奏云 右大臣差大外記善言申送云 今日可定申奉幣使事之

由 昨日令奏了 而略見其日可虻田余日 先日議定在来八日 已依近近錐氾濫今日可定申之由 彼八日

是中宮行啓厳冬 依避彼日可延引於下旬也 然則今日不可定申者（長保二9／2－155上）⑳下知諸国令

顕造丈六十一面観音可令供養事 本願殊勝 然則官符下知後六十日内開眼供養可令言上其由（長保三5

／19－211上）のように文と文を接続し，「そうであるから」という意味の確定条件を示している。
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 12．「随」（したがって）は⑳我朝神国也 以神事可為先 中宮難為正妃 自噴出家入道 随不可神事

（長保二1／27－108下）⑳至聖公助 相兼顕密 已有所習 随度度参仕供養者也（寛弘八9／19二190

上）のように，文と文を接続し，「だから」という意味である。

 なお，「したがって」は『平家物語』に見られる。

 13．「次」（つぎは）は，⑳参左府 参一条院 有拝礼 或云 此事不可必被益蕪塗参内（長保三

1／1－189上）⑳詣左府 参中宮 雨 御読経始箆塗入夜参内 荷前也（寛弘六12／20二128上）のよ

うに文と文を接続する場合と、⑱今日玉書額 先紫震殿 次承明門 今日省試云云（長保五7／3－291

上）のように語と語を接続する場合とがある。前者の用法が大部分で，「それから」という意味である。

 なお，「つぎに」は『源氏物語』に，「ついで」は『大慈恩寺三蔵法師伝永久四年（1116）点』に見ら

れる。

 14．「故」（かるがゆゑに）は，⑳夫不動明王者 大悲弘願之尊也 逝者平生常帰弟子 造次不忘 是

大因縁也 非善知識哉 故里人証形像於此昏 手自書由緒於即下（長保元8／26－74上）⑳参内 詣法
         W    一
興院 八講寛 左府令備前守朝臣示給養詣 故即詣（寛弘六7／2二12！下）のように文と文を接続し，

「こういうわけで」という意味である。

 なお，「かるがゆゑに」は『大鏡』や『大慈恩寺三蔵法師伝永久四年（1116）点』に，「ゆゑに」は

『法華義疏長保四年（1002）点』に見られる。

 15．「よって」は『三巻本色葉自類抄』によれば，「因」が2番目，「伍」が4番目に記載されている

漢字である。本文献では，「｛乃」776例・「因」19例である。「だから」という意味で，前の事柄が原

因・理由になって後の事柄が起こることを示す。

 なお，「傍」（よって）は，『高野本平家物語』に見られる。

 ⑳今明日御物忌野卑不御出南殿云云（寛弘八4／1二154上）⑫下官申云，丙寅日奉仕三宝父暴死
        W    一
云云 有他日同不可被用歎 侃十四日可動行 見定陰間（寛弘四6／16二82下）のように，文と文を接
           W    一
続している。

 16．「因」（よって）は，⑳仰藤中納言 可奉遣祈晴使 令室日時 至使可遣蔵人也 因仰孝標忠孝等

令用意（長保二8／20－150下）⑭即奏日 左右可随仰 但如是難事 以御意旨遅日賜仰事愛墨有天許

（寛弘八5／27二158上）のように文と文を接続している。

 17．「暫間」（しかるあひだ）・18「然問」（しかるあひだ）は，⑳而内蔵文利者実証蔵人有密男歯

而間窟改内蔵姓 称故土左権守佐忠男也 今又改内蔵姓更難称藤原氏 無着其父祖 不知誰子孫（長徳

四11／19－56上），⑯彼山僧素謡申堅剛 依有伝承 仰少外記保重 令留請印 然間大外記善言称奉勅

欲令畳上者 尋問其案内 権左中弁説孝朝臣所伝仰也云云（長保二1／20－106下）の1例ずつで，いず

れも文と文を接続している。先行の事柄を受けて自行の事柄に続け，「そうしているうちに」の意味で

ある。「しかるあひだ」は『三巻本色葉字類抄』や『観智院本類聚名義抄』には載っていないが，『高山

寺本古往来』（院政末期点）には載っている。
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 なお，峰岸 明転（注1）によれば，「月間」は前文までの叙述から話題を転じて，それとは別の事

件・事態を後文で述べる場合，後文の文頭に用いる接続詞であり，〈転接〉と称して，「為参内為束帯

参御前 手間御悩極重」（『御堂関白記』寛弘8年6月14日）の例を挙げておられるものである。

 E 逆   接

 逆接を示す接続詞は，「而」（しかるを）369例，「然而」（しかれども）224例である。「しかるを」「し

かるに」国形は，『高山寺本会往来』（院政末期点）や『大慈恩寺三蔵法師伝永久四年（1116）点』では

それぞれ同一文献内で用いられている。ただし，『三巻本色葉字類抄』には「しかるを」の方しか載っ

ておらず，本文献の「而」は一応「しかるを」と読んでおく。

 なお，峰岸 明野（注！）によれば，「而」（しかるを・しかるに）は前述の「而問」（しかるあひだ）

と同じく＜転回〉であり，「時時雨降 而晩景天晴」（『御堂関白記』寛弘7年1月15日）の例を挙げて

おられる。

 19．「而」（しかるを）は，⑳又被申立 着幕政者 年五月十二月為冷寒行来久  而当月欲行之 相
                                   W    一
当皇后宮崩異端間 不能行之（長保二12／27－187上）⑱歴名下給之事 輩出愚案之旨 申達四条納言

其報旨如翠玉 天慶私記云 承平二年外記下装束司 吾妻云 度度記文自内裏下給者 而外記下之違例
                                    W    ＿
云云 三日勘旧例外記日記（寛弘八9／16二188下）のように文と文を接続している。先行の事柄に対し

て後続の事柄が反対・対立の関係にあることを示しており，「しかし」の意味である。

 2α「然而」（しかれども）は，⑲暫之中将伝勅云（中略）今聞丞相之篤疾嘆息無外病悩之体邪

気二三 已非経数日聖岳重困云云 縦在邪気之所為 於遂本意有何事乎 然而西廻思慮 重可申請 其
                              W    ＿
首将仰左右之由者（長徳四3／3－27上）⑳依物忌不出寺 三値許 自月球中将許示送 今日不参之由

相府旧怨気者 然而令月所慎殊重之由不参（長保二5／24－129下）のように，「而」（しかるを）と同じ
     W    一
く文と文を接続して逆態の確定条件を示しており，「そうではあるが」の意味である。

 なお，「しかれども」は『土佐日記』『今昔物語集』『平家物語』などに見られる。

 F 並   立

 並立を示す接続詞は，「及」（および）86例，「井」（ならびに）355例・「並」（ならびに）5例である。

また，「及」（および）と「井」（ならびに）が一緒に用いられているのは11例である。

 なお，「および」は『弥勒経疏寛平二年（890）点』『今昔物語集』などに，「ならびに」は『大慈恩寺

三：蔵法師伝院政期点』『高山寺本古往来』（院政末期点）『平家物語』などに見られる。

 21．「及」（および）は，⑪大極殿行香 上繭及下官被留 自余上達部及右大臣被候内（寛弘元12／15

二25上）のように語を接続する場合，⑫次問上総国司及加押署於義行解文之者等（長保五9／5－294

下）のように句を接続する場合，⑬巳剋参内季御読経肩下画廊去年上下賜金剛般若経及献奉為公

家所奉書仁王般若経一部（長保四8／14－267上）のように文を接続する場合の三つがある。用例数の上

からは，語を接続する場合が圧倒的に多い（約80％）。

 ⑳のように語を接続する場合，「及」（および）の前後に注目すると次の四つの型が見られる。⑭依御
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馬数少 右兵衛佐能信及右馬助頼細江自給（寛弘六5／1二117下）はく一語「及」一語〉，⑮但総綿之

類 須皇大神宮司及祢宜内人等（長保二9／5－156下）はく一語「及」複数の語〉，⑯藤中納言 予

弾正サ 大蔵卿 左宰相中将，左兵衛督 及左中弁朝経朝臣等 不着素服（寛弘八11／16二207上）は

く複数の語「及」一語〉，⑰藤納言 余 兼隆相公 公信 看経広業 及慶円僧正 院源 隆円 恩

義 尋円等 奉拾面骨 入之白重（寛弘八7／9二171上）はく複数の語「及」複数の語〉の場合である。

 「及」（および）が2回用いられてくa及b及。＞の型になるのは，次の2例である。⑱母屋南面二

間及東西各一問御簾i及南廟御簾皆巻（寛仁元8／9二236上）のように語を接続する場合，⑲参内 有陣

定 検非違使申請五ヶ条事 及大和守孝道申請三箇条事 及下野温血元申請五ケ条事（長保三里12／7－

239下）のように形式名詞「事」を伴った句を接続する場合である。

 22．「井」（ならびに）は，先述の「及」（および）と同様に，語を接続する場合，句を接続する場合，

文を接続する場合の三つがある。⑩後聞 女御母氏依封事露訳気 愁申院井左府云云（長保二8／20－

151下）は語を接続する場合，⑪伍参内 被行方理井宣旨等除名事 井太宰帥不可令朝参之由（寛弘六

2／20二110下）は句を接続する場合，⑫与権中将共詣白川寺 釣魚入道中納言 井訪少将所悩（長保二

9／10－158上）は文を接続する場合である。「及」（および）の場合と同じく，語を接続する場合が圧倒

的に多い（約85％）。

 ⑩のように語を接続する場合，「井」（ならびに）の前後に注目すると，「及」（および）の場合と同様

に次の四つの型が見られる。⑪広業朝臣召左大弁井予 即参入（長保五6／16－290上）はく一語「井」

一語〉，⑫上皇時時又念仏 権僧正井僧都深覚 明救 隆円 院源 善光 律師尋円等 又近候念仏

（寛弘八6／22二162下）はく一語「井」複数の語〉，⑬創建装束後 左大臣 内大臣 左衛門督 井金

吾面心御前（長保三10／7－228下）はく複数の語「井」一語〉，⑭丞相被示春宮大夫 源中納言 藤中納

言 余 井前船大僧都院源 権大僧都降園 前権少僧都尋光 権律師懐寿 尋円云  （以下省略）（寛

弘八7／17二173上）はく複数の語「井」複数の語〉の場合である。

 「井」（ならびに）が2回用いられて〈a井b井。＞の型になるものは，全部で4例ある。⑯右中弁

美濃身為憲井宗忠等罪名可勘宣旨事 井給美濃国南辻守為金隠務宣旨 井可用禁法散位宗忠事 今日可
     へ                                                                                             へ                               

有官奏（長保元12／14－97下）のように，形式名詞「事」を伴う句を接続する場合，⑯信女井民部大輔

方理朝臣 井妻 越後前宵祝文朝臣等罪名 可勘之由 傅大納言召大外記善言朝臣仰之云云（寛弘六2

／5二109下）のように語を接続する場合がある。

 ところで，「及」（および）「井」（ならびに）は，それぞれが単独で用いられる場合，先述のように両

者の用法に差はないと言える。では，両者が一緒に用いられている場合はどうであろうか。本文献には

11例あり，「及」「井」が用いられている順番に注目すると，〈井→及〉〈及→井〉〈井→及→井〉〈及→井

→井→及〉の四つの型に分類できる。

 〈井→及〉は，⑰相謁僧正 受護身 被示云 為延命 毎月十五日尊勝念廃井偏圧三百基 及月三度

可年玉 帰宅（長保元12／14－97下）⑱暫之済政白垂云 高島氏加階 井源信子 同芳子 及右大将藤

原朝臣者 於一家為兄 玉無先例 懇切有所申（長保二4／7－120上）⑲大漁旗濫僧等 井行事人人

及雑用等勘文選別（長保三2／29－201下）（⑩道行朝臣持来一宮政所雑用井納物目引行勘影干（長保四3

／25－253下）⑪登時少納言守隆朝臣井中務輔代朝任朝臣少内記藤原義忠菅原資信及主鈴等参
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入営日華門着座（寛弘八10／19二202上）⑫十四日癸未夜夢 故一条院御忌之問 左京大夫明前朝臣井章

信及他旧臣四五輩 柳有相論記事（寛弘八11／9二206下）⑬右府退出給之後 被定雑事 近江守平谷朝

臣□御膳井殿上女房等簡御膳棚元事 及所式事（寛仁元8／7二235下）の7例である。

 〈及→井〉は，⑭以中殿為御堂 撤母屋西放出四間 及西出等南面井南北庇 御簾御障子（寛弘八8

／2二174上）⑮三位中将 保昌等加階 及左衛門督室家隆子女王俗話四位上 井乳母子藤i原幸門叙従五

位下（寛弘八8／12二178上）の2例である。

 〈井→及→井〉は，⑯仰云 皇后飯氏 井乳母信子 及芳子 井成信朝臣等之事 可然（長保二4／

7－120上）の1例である。

 〈及→井→井→及〉は，⑰了左大臣出陣 定申式部大輔左大弁 及文章博士弘道 以言 明経 助教

為忠 三光 井広澄陰陽道博士 井晴明 光栄 奉平等 勘申禁中頻有火事何故 及殿舎門名号有由縁

淫事 左大弁校勘文 諸旨意被定申（長保四3／19－251下）の1例である。

 上記の11例について，「及」（および）「井」（ならびに）のそれぞれの前後の言葉の内容を検討してみ

ると，⑳⑯はよくわからないが，⑰⑱⑲⑪⑫㊥⑭⑮の8例から，同類の事柄を並列するときに「井」

（ならびに）を用い，異質の事柄を並列するときに「及」（および）を用いている。しかも，「井」で接

続される事柄と「及」で接続される事柄とは対等の関係で並んでいる。それに対して，⑰の例からは，

同類の事柄を並列する「井」よりも，「及」の方が大きな単位で事柄を接続していることがわかる。記

号化すれば，＜A及B（a井b井。）及C＞のような関係である。

23．「並」（ならびに）は全部で5例あり，⑱此外様器並御膳等事 可仰内膳司（長保元1ユ／7－84上）

のように語を接続する場合，⑲参衙 有政 有内印 有陣申文 並源納言為日上（寛弘三4／9二56上）

のように文を接続する場合の二つがある。

 G 補   説

 補説を示す接続詞は「但」（ただし）一語で，214例ある。⑳仰云 覚慶譲状赤砂了 収弁才何有任他

人乎 但実因愁申之泣面無由緒欺（長徳四10／29－52下）⑳此夜回 故帯刀平高義示送云 今日以後五

位已上可亡者六十人 汝在其中云云（中略）淫逸神明之援助何必入鬼録哉 輪虫定業 免之亦難耳（長
                               W    一
保三5／21－212上）⑫長官追継 師長者量筐儒者好客遊 非不合之者 所申不可然 早可奉仕之由可責仰

也云云 但次官宣旨未下 内内事也（寛弘八10／10二195下）のように文と文を接続し，先行の事柄につ

いて補説している。

三 位相語の観点から見た本文献に用いられている接続詞

 本文献に見られる接続詞を位相語の観点から把えるために，和化（変体）漢文の資料としての『高山

寺本古往来』（院政末期点）（注2），漢文訓読語の資料としての『興福寺本大慈恩寺三蔵法師伝古点』

（永久四一1116一年点）（注3）と比較してみよう。

 巻末の一覧表に示すように，共通する語を調べてみると，『高山寺本古往来』では19語中11語（しか

のみならずまたあるいはそもそも しかればよって しかるあひだ しかるを しかれども

ならびに ただし）で約58％，『興福寺本大慈恩寺三蔵法師伝古点』では19語中13語（しかのみならず
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また あるいは ここに そもそも それ しかれば かるがゆゑに よって しかるを しかれども

ならびに ただし）で約68％になる。

 この結果から，接続詞に関する限り，和化漢文よりも漢文訓読語の方に共通する語がより多く，記録

語の資料としての本文献は，和化漢文よりも漢文訓読語の性格の方がより強いと言えよう。

四 ま と め

 本文献に見ちれる接続詞について，次の5点をまとめておく。

 第1点は，意味上の分類から見ると，添加・選択・転換・順接・逆接・並立・補説の七つが用いられ

ていること，ただし，「たとへば」「すなはち」など「説明」を示す接続詞が見られないことである。

 第2点は，語の種類から見ると，添加2語，選択2語，転換3語，順接7語，逆接2語，並立2語，

補説1語であり，川頁接を示す語が多いことである。

 第3点は，順接を示す接続詞の中では，血汐漢文にも漢文訓読語にも見られる「0列（よって）の用

例数（776例一楽51％）が最も多く，次いで『源氏物語』などの和文に見られる「次」（つぎに）の用例

数（710例一約46％）が多く，この2語で約97％をも占めていることである。

 第4点は，並立を示す「及」（および）と「井」（ならびに）が一緒に用いられている場合（⑰～⑰），

同類の事柄を並列するときに「ならびに」を用い，異質の事柄を並列するときに「および」を用いてい

ること，また，「ならびに」よりも「および」の方が，より大きな単位で事柄を接続していること（⑱）

である。

 第5点は，位相語の観点から見ると，和泊漢文よりも漢文訓読語の性格がより強いことである。

注1．峰岸 明著  『変体漢文』（1986年東京堂出版）

          第6章 変体漢文の文法  P．232

注2．高山寺典籍文書総合調査団編  「高山寺感嘆往来表白集』（1972年東京大学出版会）

        第一部 高山寺本古往来   第二編 索引編  和語索引 P．173～260

注3．築島 裕著  『興福寺本大慈恩寺三蔵法師伝古点の国語学的研究索引編』（1966年東京大学出版会）

            一 和訓索引  P，1～246
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『権記』に見られる接続詞  （一覧表）

接続詞 用例数 読み方 …巻本色葉字類芝
蕎山寺本古往轟

A 添   加 1 加  之 21 しかのみならず ○ ○ ○ ○

2 又 820 また ○ ○ ○ ○

3 亦 356 また ○ ○ × ○

B 選   択 4 或 55 あるいは ○ ○ ○ 0
5 若 2 もしは × × × ×

C 転   換 6 袋 13 ここに ○ ○ × ○

7 於  是 6 ここに ○ ○ × O
8 抑 32 そもそも ○ ○ ○ ○

9 夫 4 それ ○ ○ × ○

D 順   接 10 然  者 9 しからば × × × ×

11 然 15 しかれば × × ○ ○

12 随 15 したがって × × × ×

13 次 710 つぎに × × × ×

14 故 5 かるがゆゑに O ○ × ○

15 但 776 よって ○ × 0 O
16 因 19 よって ○ × × ○

17 而  問 1 しかるあひだ × × ○ ×

18 然  間 1 しかるあひだ × × 0 ×

E 逆   接 19 而 369 しかるを ○ × ○ ○

20 然  而 224 しかれども ○ ○ ○ ○

F 並   立 21 及 86 および × × × ×

22 井 355 ならびに × × ○ ○

23 並 5 ならびに × × 0 O
G 補   説 24 但 214 ただし ○ ○ ○ ○

計4，113

注．一覧表の○×は，○がその書物に記載されている場合，×が記載されていない場合を示す。
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